
議第132号

平成25年度滋賀県病院事業会計補正予算（第 1号）

（総 則）

第 1条 平成25年度滋賀県の病院事業会計補正予算（第 1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入および支出）

第 2条 収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 病院事業収益 19,978,000 △ 16,194 19,961,806

1 医 業 収 益 17,166,418 △ 7,255 17,159,163

2 医 業 外 収 益 2,597,182 △ 7,838 2,589,344

3 附帯事業収益 214,400 △ 1,101 213,299

支 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 病院事業費用 19,846,000 △ 52,109 19,793,891

1 医 業 費 用 18,866,640 △ 50,948 18,815,692

3 附帯事業費用 214,400 △ 1,161 213,239

（資本的収入および支出）

第 3条 資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

（補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,199,023千円は、過年度分損益

勘定留保資金で補塡するものとする。）

収 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 資 本 的 収 入 2,320,000 △ 200 2,319,800

1 企 業 債 1,304,800 △ 200 1,304,600
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支 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 資 本 的 支 出 3,519,000 △ 177 3,518,823

1 建 設 改 良 費 1,805,412 △ 177 1,805,235

（企業債）

第 4条 起債の限度額を、次のとおり補正する。

起 債 の 目 的 補 正 前 限 度 額 補 正 後 限 度 額

千円 千円

成人病センター病院整備事業費 1,177,300 1,177,100

計 1,304,800 1,304,600

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第 5条 議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正する。

科 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

職 員 給 与 費 9,181,844 △ 52,286 9,129,558

上記の議案を提出する。

平成25年 6月11日

滋賀県知事 嘉 田 由 紀 子
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